
 

国立大学法人大分大学において元号を改めることに伴う関係規程の整備に関する規程 

平成３１年４月２２日制定 

平成３１年規程第１５号 

 

 

 （国立大学法人大分大学学章等規程の一部改正） 

第１条 国立大学法人大分大学学章等規程（平成２１年規程第４９号）別紙様式第１号及び別

紙様式第２号の規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学職員任免規程の一部改正）  

第２条 国立大学法人大分大学職員任免規程（平成１６年規程第１５号）様式第５号及び様式第

６号の規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学職員出向規程の一部改正） 

第３条 国立大学法人大分大学職員出向規程（平成１６年規程第１７号）別紙の規定中「平成」 

を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学職員倫理規程の一部改正） 

第４条 国立大学法人大分大学職員倫理規程（平成１６年規程第１９号）別紙様式第１号，別紙

様式第２号及び別紙様式第３号の規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学職員懲戒等規程の一部改正） 

第５条 国立大学法人大分大学職員懲戒等規程（平成１６年規程第２５号）別紙第１及び別紙第

２の規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学職員の育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除及び制限に関する

規程の一部改正） 

第６条 国立大学法人大分大学職員の育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除及び制限に関

する規程（平成１６年規程第３１号）別記様式第１号，別記様式第２号及び別記様式第３号の

規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程の一部

改正） 

第７条 国立大学法人大分大学職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程

（平成１６年規程第３２号）別記様式第１号，別記様式第２号及び別記様式第３号の規定中「平

成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学特任教員の労働契約の期間の特例に関する規程の一部改正） 

第８条 国立大学法人大分大学特任教員の労働契約の期間の特例に関する規程（平成２５年規程

第１６号）別記様式の規定中「平成  年  月  日」を「年  月  日」に改める。 

 

 （国立大学法人大分大学非常勤職員任免規程の一部改正） 

第９条 国立大学法人大分大学非常勤職員任免規程（平成１６年規程第３４号）様式第１号，様

式第２号及び様式第３号の規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学非常勤職員の育児又は介護を行う非常勤職員の時間外勤務の免除及び

制限に関する規程の一部改正） 

第１０条 国立大学法人大分大学非常勤職員の育児又は介護を行う非常勤職員の時間外勤務の免

除及び制限に関する規程（平成１７年規程第１６号）別記様式第１号，別記様式第２号及び別

記様式第３号の規定中「平成」を削る。 

 



 

 （国立大学法人大分大学非常勤職員の育児又は介護を行う非常勤職員の深夜勤務の制限に関す

る規程の一部改正） 

第１１条 国立大学法人大分大学非常勤職員の育児又は介護を行う非常勤職員の深夜勤務の制限

に関する規程（平成１７年規程第１７号）別記様式第１号，別記様式第２号及び別記様式第３

号の規定中「平成」を削る。 

 

 （大分大学名誉博士称号授与規程の一部改正） 

第１２条 大分大学名誉博士称号授与規程（平成１８年規程第８８号）別記様式第１号の規定中

「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学防火管理規程の一部改正） 

第１３条 国立大学法人大分大学防火管理規程（平成１６年規程第６２号）別紙２の規定中「平

成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学毒物及び劇物管理規程の一部改正） 

第１４条 国立大学法人大分大学毒物及び劇物管理規程（平成１６年規程第６４号）別記様式第

２号の規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学における民間機関等との共同研究取扱規程の一部改正） 

第１５条 国立大学法人大分大学における民間機関等との共同研究取扱規程（平成１６年規程第

１０７号）様式第１号，様式第２号及び様式第３号の規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学外国人客員研究員規程の一部改正） 

第１６条 国立大学法人大分大学外国人客員研究員規程（平成１６年規程第９０号）様式第２号

の規定中「平成」を削る。 

 

 （国立大学法人大分大学客員研究員規程の一部改正） 

第１７条 国立大学法人大分大学客員研究員規程（平成１８年規程第１号）様式第２号，様式第

３号，様式第４号，様式第５号及び様式第６号の規定中「平成」を削る。 

 

  附 則 

 この規程は，令和元年５月１日から施行する。 

 

 


